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第1研修

1中央研修

(1)管理者層

1

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

1 首席書記官研究会

首席書記官として必要
な指導監督等に関する
研究を行うことによ
り ， 総合的な組織運営
能力の向上を図る。

裁判所職員
総合研修所

30. 6.26(火）
～6．27(水）

2日 約30
地・家・簡裁
の首席書記官

2

首席
家庭裁判所
調査官
研究会

第1回

第2回

首席家裁調査官として
必要な指導監督等に関
する研究を行うことに
より ， 総合的な組織運
営能力の向上を図る。

裁判所職員
総合研修所

30． 9． 6(木）
～9． 7(金）

30.11.20(火）
～11.21(水）

2日

2日

8

50

高裁所在地の
首席家裁調査
官

首席家裁調査
官

3 事務局長研究会

事務局長として必要な
指導監督等に関する研
究を行うことにより，
総合的な組織運営能力
の向上を図る°

裁判所職員
総合研修所

31. 2.21(木）
～2．22(金）

2日 約20
地・家裁の事
務局長

4

管理者研究会
（組織運営）

※司研合同

支部運営を始めとする
組織運営に関する研究
及び討議を行うことに
より，幹部職員として
の管理能力の向上と意
識の高揚を図る。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

30. 5.22(火）
～5．24(木）

3日 約40

次席書記官,次
席家裁調査官，
総括主任家裁
調査官(次席家
裁調査官の経
験がある者)，次
長

5

次 席
家庭裁判所調査官等
研 究 会

次席家裁調査官又は総
括主任家裁調査官とし
て必要な指導監督に関
する研究を行うことに
より 》 管理能力の向上
と意識の高揚を図る。

裁判所職員
総合研修所

30. 9.26(水）
～9．28(金）

2．5

日
未定
次席家裁調査
官，総括主任
家裁調査官

6 管理者研究会

幹部職員として，その
職務を遂行するために
必要な広い視野と高い
識見を習得させるとと
もに， 当面する諸問題
の研究及び討議を行う

ことにより，管理能力
の向上と意識の高揚を
図る 0

裁判所職員
総合研修所

30. 4. 16(月）
～4．20(金）

5日
約
100

局長(高裁を除
く｡），次長,事
務部長,首席書
記官,次席書記
官,総括主任書
記官,首席家裁
調査官,次席家
裁調査官,総括
主任家裁調査
官,首席技官(最
高裁)，次席技
官(最高裁)等

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

7 研修計画協議会

研修実施計画及び研修
運営上の諸問題につい
て協議し，研修方針の
周知徹底を図る。

裁判所職員
総合研修所

31． 1． 10(木）
～1． 11(金）

1．5

日
25

高裁の次長，
首席書記官，
高裁所在地の
首席家裁調査
官



(2)中間管理者層

2

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

8

中間管理者
(裁判部）
研 修

第1回

第2回

第3回

職務遂行に必要な高い
識見及び管理技法を習
得させることにより，
職務意識の高揚と管理
能力の向上を図る。

裁判所職員
総合研修所

30.10.16(火）
~10.19(金）

30.11.13(火）
～11.16(金）

31． 2． 5(火）
～2． 8(金）

各
4日

各
約80

主任書記官,訟
廷管理官,訟廷
副管理官,裁判
員調整官,主任
家裁調査官,速
記管理官,速記
副管理官

9

中間管理者
（事務局）
研 修

職務遂行に必要な高い
識見及び管理技法を習
得させることにより，
職務意識の高揚と管理
能力の向上を図る･

裁判所職員
総合研修所

30.12.11(火）
～12.14(金）

4日 約60

総括企画官，
課長
画官
官
佐
官

，
，
，

７
Ｆ

文書企
企画
課長補
首席技

営繕企画
官（最高
裁） ，班長
（最高裁）

10

主 任
家庭裁判所調査官
研 修

主任家裁調査官として
必要な指導監督能力の
向上及び管理者意識の
高揚を図る。

裁判所職員
総合研修所

30. 6.19(火）
～6．22(金）

3.5

日
未定
主任家裁調査
官

11 課長補佐研究会

近時の事務局を取り巻
く状況の変化に適切に
対応し，その役割を認
識して， より適正に職
務を遂行するために必
要な広い視野と高い識
見を習得させ，その管
理能力の向上と意識の
高揚を図る°

裁判所職員
総合研修所

30.12. 18(火）
～12. 19(水）

2日 約30
地・家裁の課
長補佐

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

12
研修指導
研究会

第1回

第2回

高裁委嘱研修及び自庁
研修の指導者を養成す
る 0

裁判所職員
総合研修所

30. 5.29(火）
～5．31(木）

31. 1.16(水）

～1．18(金）

3日

3日

約50

約40

次席書記官，
総括主任書記
官
官
官

，
，
夕

主任書記
訟廷管理
訟廷副管

理官，裁判員
調整官，次席
家裁調査官，
総括主任家裁
調査官，主任
家裁調査官，
総括企画官，
課長,文書企画
官,企画官,課
長補佐,専門官



(3)主として管理職以外の層(書記官･家裁調査官･係長等）

3

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

13
実務指導
研究会

民事

刑事

家事

少年

書記官ブラッシュアッ
プ研修の指導者を養成
する ◎

裁判所職員
総合研修所

30． 5． 8(火）
～5． 9(水）

30． 5． 8(火）
～5． 9(水）

30. 5.10(木）
～5．11(金）

30. 5.10(木）
～5．11(金）

各
2日

各
2日

約40

約40

約35

約25

書記官ブラッ
シュアップ研修
の講師となる
予定の者

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

14

家事実務研究会

※司研合同

家事書記官及び家事係
調査官の事務処理上の
諸問題について研究及
び討議を行うことによ
り職務遂行能力の向上
を図り， もって適正か
つ迅速な事件処理の推
進に資する。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

30.11.7(水）
～11.9(金）

3日
約
100

家裁で家事事
件を担当する
書記官，家裁
調査官

15

少年実務研究会

※司研合同

少年書記官及び少年係
調査官の事務処理上の
諸問題について研究及
び討議を行うことによ
り職務遂行能力の向上
を図り， もって適正か
つ迅速な事件処理の推
進に資する。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

30. 9.12(水）
～9．14(金）

3日
約
100

家裁で少年事
件を担当する
書記官，家裁
調査官

16

民事実務
研究会

※司研合同

第1回

第2回

民事書記官の事務処理
上の諸問題について研
究及び討議を行うこと
により職務遂行能力の
向上を図り， もって適
正かつ迅速な事件処理

の推進に資する。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

30. 5..30(水）
～5．31(木）

31. 1.24(木）

～1．25(金）

各
2日

各
約50

高・地・簡裁
で民事事件を
担当する書記

官

17

刑事実務研究会

※司研合同

刑事書記官の事務処理
上の諸問題について研
究及び討議を行うこと
により職務遂行能力の
向上を図り， もって適
正かつ迅速な事件処理
の推進に資する。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

30.11.28(水）
～11.29(木）

2日 約50

高・地・簡裁
で刑事事件を
担当する書記

官

18

家事特別研究会

※司研合同

後見関係事件等の運用
をめぐる諸問題につい
て研究及び討議を行う
ことにより職務遂行能
力の向上を図り， もっ
て適正かつ迅速な事件
処理の推進に資する。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

30.10.11(木）
～10.12(金）

1．5

日
約50
家裁で後見関
係事件を担当
する書記官



19

家庭裁判所
調査官
特別研修

第1回

第2回

行動科学等の更なる専
門性の獲得及び深化を
図り , 現場の調査事務
の質向上に寄与させ，
的確な調査事務を追求
する能力の発展を図
る 0

裁判所職員
総合研修所

30.12. 4(火）

～12． 7(金）

31. 1.30(水）

～2． 1(金）

4日

3日

各
約40

家裁調査官専
門研修終了
後， 1年以上
経過した者

20
家庭裁判所調査官
専門研修

専門的知見の本質を踏
まえ， これを柔軟に活
用して，的確な調査事
務を追求する能力の向
上を図る。

裁判所職員
総合研修所

30.10.22(月）
～10.26(金）

5日 未定

家裁調査官実務
研修終了後，お
おむね3年の実
務経験を有する
者及び平成28.
29年度家裁調査
官応用研修を終
了した者で家裁
調査官養成課程
第7期以前の者

21
家庭裁判所調査官
応用研修

専門的知識及び技能を
応用して，複雑困難な
事件についても円滑な
調査事務の遂行を確保
できる能力の向上を図
る 0

裁判所職員
総合研修所

30． 7． 9(月）
～7．13(金）

5日 未定

家裁調査官任
官後， 3年以
上経過した者
のうち家裁調
査官実務研修
又は家裁調査
官応用研修を
終了していな
い者

22 速記官中央研修

裁判所が当面する諸問
題に関する理解を更に
深めさせるとともに，
裁判部の一員としての
職務意識の高揚を図
る 。

裁判所職員
総合研修所

30． 7． 4(水）
～7． 5(木）

1．5

日
約20

速記官（速記
管理官及び速
記副管理官を
除く。 ）

23 総括執行官研究会

総括執行官の職務等に
ついて知識を付与する

とともに，研究，討議
等を行うことにより，

総括執行官の役割や執
行官室の運営等につい
ての認識を深めさせ，
総括執行官としての識
見をかん養する。

裁判所職員
総合研修所

30． 7． 10(火）

～7． 12(木）

2.5

日
未定 総括執行官

24 執行官実務研究会

社会の変化に的確に対
応できる事務処理能力
を身につけるととも

に，前例のない特殊困
難な事案等に対応でき
る知識や論理的思考力
を養う ◎

裁判所職員
総合研修所

31. 2. 5(火）
～2． 7(木）

3日 未定 執行官

25 新任執行官研修

職務遂行に必要な知識
を付与することによ

り，執務能力の向上と
職務意識の高揚を図
る 0

裁判所職員
総合研修所

30. 6.12(火）
～6．15(金）

3.5

日
未定

平成29年4月
2日以後に執行
官に任命された
者又は執行官事
務取扱書記官に
指定された者



(5)その他

5

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

26

係 長 等
（総務担当）
研 修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る 。

裁判所職員
総合研修所

30． 6． 5(火）

～6． 7(木）
3日 約50

高・地・家裁
本庁の総務事
務を担当する
係長，専門職

27 (霞灸蒙）
研 修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る ｡

裁判所職員
総合研修所

30. 6.19(火）

～6．21(木）
3日 約70

高・地・家裁
本庁の人事事
務を担当する
係長，専門職

28

係 長 等
（会計担当）
研 修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る 。

裁判所職員
総合研修所

30.10.23(火）
～10.26(金）

4日 約70

高・地・家裁
本庁の会計事
務を担当する

係長，専門職

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

29
研修事務担当者
研 修

研修の企画，実施等に
必要な知識及び技能を
付与することにより，
執務能力の向上と職務
意識の高揚を図り，
もって高裁委嘱研修及
び自庁研修の充実を図
る ◎

裁判所職員
総合研修所

30. 9.19(水）

～9．21(金）
3日 約40

研修事務を担当
する高･地･家裁
の係長,専門
職,主任

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

30
総合職採用職員
初任研修

将来の幹部職員の候補
者としての自覚を促
し，職務意識の高揚を
図る 。

裁判所職員
総合研修所

30． 4． 6(金）
~4. 10(火）

3日 未定

平成29年度
裁判所職員採
用総合職試験
の合格者で；
新たに採用さ
れたもの

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

31
CA研修
実務試験

前期
研修

実務
研修

後期
研修

書記官としての職務遂
行に必要な知識を整理
し，応用能力をかん養
するとともに書記官に
必要な資質及び執務能
力を検証する。

裁判所職員
総合研修所

実務研修
実施庁

裁判所職員
総合研修所

30. 6.25(月）
～7．13(金）

30. 7.17(火）
～8．17(金）

30. 8.20(月）
～9． 7(金）

19日

32日

19日

未定

裁判所書記官
任用試験の口
述試験に合格
した者



6

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

32
情報セキュリティ
研 修

情報セキュリティの確
保に必要な知識等を習
得し，情報セキュリ
ティ事故を未然に防止
するための方策の立
案・実施に資するとと
もに , 情報セキュリ
ティ事故が発生した場
合の対処能力等の向上
を図る。

裁判所職員
総合研修所

30.10. 2(火）
～10． 3(水）

1．5

日
約60

情報セキュリ
ティ対策事務
従事者の事務
を補助する者
(管理職以上
の者）

33
情報処理
研修

第1回

第2回

情報化の推進に向け
て，職員全体のレベル
アップを図るための指
導的役割を果たす者を
広く養成する。

裁判所職員
総合研修所

30. 5. 15(火）

～5．17(木）

30. 5.22(火）

～5.24(木）

各
3日

約60

約60

情報化の推進
に指導的役割
を果たすこと
が期待される
行(一職員（家
裁調査官を除
く。 ）



2高裁委嘱研修

(1)管理者層

(2)中間管理者層

(3)主として管理職以外の層(書記官･家裁調査官･係長等）

7

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

34

次 席
家庭裁判所調査官等
実務研究会

高等裁判所で実施す
る委嘱研修及び高裁
ブロック研修の運営
等について研究及び
討議を行うことによ
り , 研修の充実及び
改善に寄与させる。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

1日 未定
次席家裁調査官，
総括主任家裁調査
官

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

35
新任中間管理者
研 修

職務遂行に必要な管
理能力及び管理技法
を付与することによ

り，中間管理者とし
てふさわしい職員を
養成する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

5日 未定

新たに主任書記
官，訟廷管理官，
訟廷副管理官，裁
判員調整官，主任
家裁調査官，速記
管理官，速記副管
理官,課長,文書企
画官，企画官，課
長補佐,首席技官，
班長（最高裁） 9

主任技官（最高裁
を含む） ，地裁本
庁所在地にある検
審局長等に任命さ
れた者

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

36

書記官
ブラッシュアップ
研 修

中堅書記官としての
職務全般を遂行する
のに十分な知識及び
技能を付与するとと
もに，多様な裁判事
務に対する積極的な
態度をかん養する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

7月から9月

までの間で実
施機関が適宜
決定

10.5

日
未定

書記官任用資格取
得後5年以上の者
(中間管理職以上
の者を除く。 ）

37
家庭裁判所調査官
実務研究会

家庭事件の調査上の
諸問題について研究
及び討議を行うこと
により，調査実務の
充実及び改善に寄与
させる。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

3日 未定
主任家裁調査官，
家裁調査官

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

38 新任係長研修

職務遂行に必要な知
識及び技能を付与す
ることにより係長と
してふさわしい職員
を養成する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

3日 未定
新たに係長に任命
された者



41雪誇･E

罰’･‘件

8

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

39 事務官専門研修

総務，人事及び会計
の各分野について，
その事務を処理する
ために必要な専門的
知識及び技能を付与
することにより，事
務局において中核的
役割を果たしている
事務官の執務能力の
向上を図る･

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

1.5
～

3日

未定

採用後7年以上の
行H事務官（専門
官以上の職にある
者を除く。 ）

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

40
ジャンプアップ
研 修

職務での問題点の発
見と改善等について
研究及び討議を行う
ことにより，仕事の
進め方に関する基本
的な能力を向上さ

せ， 中堅事務官とし
てふさわしい職員を
養成する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

3日 未定

採用後7年以上1
0年未満の行H事
務官（係長，専門
職以上の職にある
者及び書記官又は
家裁調査官の任用
資格を有する者を
除く。 ）

41 事務官法律研修

通信研修及び面接研
修を通じて基礎的な

法学教育を行うこと
により，資質及び事
務処理能力の向上を
図る ◎

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

通信研修
実施機関が
適宜決定

面接研修
実施機関が
適宜決定

9～

11日

※

約
250

採用後1年以上の
行H事務官（書記
官又は家裁調査官
の任用資格を有す
る者，総合職(I
種，上級）試験合
格者等を除く。 ）

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

42 新採用職員研修

国民全体の奉仕者と
しての使命を自覚さ
せるとともに裁判所
職員として必要な基
礎的知識を付与し，
裁判所職員にふさわ
しい心構えをかん養
する 。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

5日 未定
新たに採用された
職員（総合職採用
職員を除く。 ）



3自庁研修

(1)事務官層

9

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

43
ステップアップ
研 修

本格的なジョブロー
テーションが始まる前
にその意義を理解さ
せ,動機付けを行うと
ともに，職務遂行能力
の向上を図り，事務局
事務等の一般的な知識
を付与する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

2月から3月ま

での間で実施機
関が適宜決定

3日 未定
採用3年目の行H
事務官,行H技官

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

44
フォローアップ
セ ミナー

裁判所職員として必要
な基礎的知識を確認さ
せ，幅広い視野で職務
を遂行する姿勢をかん
養する。

高等裁判所
地方裁判所
家庭裁判所

①2月及び3月
中で実施機関が
適宜決定

②実施機関の実
情に応じて，①
に定める日に加
迫

え， 実施機関が
適宜決定

約
3日
未定
採用後1年程度を
経過した行い事務
官，行H技官

45
フレツシュ

セ ミナー

職員として当面必要な
知識を付与し，職場へ
の円滑な定着を図る。

高等裁判所
地方裁判所
家庭裁判所

採用後勤務初日
及び2日目

2日 未定
新たに採用された
職員

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

46 高裁ブロック研修

職務遂行に必要な知
識，技能等を習得さ
せ，執務能力の向上と
職務意識の高揚を図
る。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
-又は

高等裁判所

実施機関が適宜決定
高裁管内に勤務す
る職員

47 自庁研修

職務遂行に必要な知
識，技能等を習得さ
せ，執務能力の向上と
職務意識の高揚を図
る･

最高裁判所
高等裁判所
地方裁判所
家庭裁判所

実施機関が適宜決定
最高裁，高地家簡
裁に勤務する職員



4研究

10

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

48 合同実務研究

異なる職種の職員に
裁判所の職種間の連
携，協働に関する研
究を共同してさせる

ことにより，実務の
改善及び向上に寄与
させる。

研究員が
所属する
裁判所

30． 9

～31． 3
7月 未定

書記官，家裁調査官
等

49 書記官実務研究

書記官実務における
諸問題について，体
系的かつ実証的な研
究をさせることによ
り ' 実務の改善及び
向上に寄与させる。

裁判所職員
総合研修所

30. 4

~31. 3
1年 2 書記官

50

家庭裁判所調査官
実務研究
（個人及び
共同研究）

同 上

(指定研究）

家庭事件調査実務に
必要な理論及び技法
に関する実証的研究
を行わせることによ
り 》 調査実務能力の
向上に寄与させる。

研究員が
所属する
家庭裁判所

研究員が
所属する
家庭裁判所
及び

裁判所職員
総合研修所

30． 7

～31． 3

29． 4

~31. 3

8月

2年

未定

6

(個人研究）
家庭裁判所調査官実
務研修又は家庭裁判
所調査官応用研修を
終了した者
（共同研究）
家裁調査官

家庭裁判所調査官専
門研修を終了した者

51

家庭裁判所調査官
関係機関特別研究
(家事及び少年
関係機関につ
いての研究）

同 上
(心身の鑑別につ
いての研究）

同 上

(更生保護につ
いての研究）

関係機関における業
務の実際に関する研
究を行わせることに
より ， 調査実務能力
の向上に寄与させ
る ロ

派遣先
関係機関
及び

研究員が
所属する

家庭裁判所

矯正研修所
及び

研究員が
所属する
家庭裁判所

法務総合研
究所及び
研究員が
所属する
家庭裁判所

30． 7

～31． 3

31． 2

～3

30． 5

～7

8月

1月

2月

未定

3

3

家庭裁判所調査官実
務研修又は家庭裁判
所調査官応用研修を
終了した者

家庭裁判所調査官専
門研修を終了した者

家庭裁判所調査官実
務研修又は家庭裁判
所調査官応用研修を
終了した者



5委託研修

11

番号 委託庁 名 称 人 員

52 人事院 行政研修（課長補佐級） 未定

53

54

55

56

57

58

財務省

会計事務職員研修

会計事務職員契約管理研修

予算編成支援システム研修

予算担当職員初任者研修

決算書作成システム研修

会計監査事務職員研修

未定

59 国税庁 税務大学校本科特別研修 未定

60 総務省 情報システム統一研修 未定
芯



第2養成

1裁判所書記官養成課程

2家庭裁判所調査官養成課程

12

番号 部 。 期 実施時期等 期間 人員 対象者

61
第 一 部
第 15 期

30． 4． 5(木） 入所，第1期研修
7.19(木)～実務修習
9.28(金)～第2期研修

31. 3. 1(金） 修了

1年 未定
第一部入所試験合
格者で，最高裁が
指名したもの

62 第
一
一 部

第14期
(2年生）

第15期
(1年生）

29． 4． 6(木） 入所
4.11(火)～裁判事務修習
9． 1(金)～第1期研修

30． 4． 2(月)～第2期研修
7.19(木)～実務修習
9.28(金)～第3期研修

31． 3． 1(金） 修了

30． 4． 5(木） 入所
4.10(火)～裁判事務修習
9． 3(月)～第1期研修

31． 4． 1(月)～第2期研修
7．下旬～実務修習
9．下旬～第3期研修

32． 3． 2(月） 修了

2年

2年

未定

未定

第二部入所試験合
格者で，最高裁が
指名したもの

番号 期 実施時期等 期間 人員 対象者

63 第 14 期

29． 4． 6(木） 入所
4.12(水)～実務修習（予修期）
5． 8(月)～前期合同研修
7.24(月)～実務修習

30． 9． 3(月)～後期合同研修
31． 3． 1(金） 修了

2年 未定
平成29年度採用の
家裁調査官補で,最
高裁が指名したもの

64 第 15 期

30． 4． 5(木） 入所
4.11(水)～実務修習（予修期）
5． 7(月)～前期合同研修
7.23(月)～実務修習

31． 9．上旬～後期合同研修
32． 3． 2(月） 修了

2年 未定
平成30年度採用の
家裁調査官補で,最
高裁が指名したもの
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裁判所職員総合研修所

■■■

－－－ －.家裁調査官
｜
’

事務局系統
0

■■■■■■■ その他
書記官･速記官

〆、′=、 ’I
修
一
Ｌ
一
管

計 画 協 会議
一
Ｊ
｜
棚

管
理
者
層
》
中
間
管
理
者
層

究 会

研

’）
今
云

|’ ’
１
１ ’ ’修

扇
裁
調
査
官
実
務
研
究
③

mmi-Innnnn

）新 任 中 間 管 理者研 修

合
同
実
務
研
究

Ⅷ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ

合
同
実
務
研
究

’

一
〆
僅
Ｗ
Ｌ
Ｃ

速
記
官
中
央
研
修
一

書
記
官
実
務
研
究
一
一

家
事
特
別
研
究
会
一

実
務
研
究
会
（
民
・
刑
）
｜

実
務
研
究
会
蒙
副
刎
皇

実
務
研
究
会
（
家
・
少
）
｜
一
一一

１
１
１
１

１
１
１
１

記

ツシュア係
長

書
記
官
等
層

調
査
官 ■

Ｉ

新任係

｜
’

一
事
務
官
等
層
一
新
採
用
職
員

ー

事務官専門研修養 成
エ
成
圭
養

１
１

－
１

事務官法律

研修
記官養
一

調査官

課程

成課程

ジャンプアップ研修 ト

ステップアップ研修
＝－－|砦~~~~二・~‘ ~.~‘.』 “．＝･'..‘．

（ フォローアップセミ

採 用 職 員 初 任研修

（ 新 採 用 職 員 研
し シ シ ユ セ ミ ナ －

ナ－ｌ
Ｌ
職
Ｔ
ｌ

）
一

L

〔

総 合

Ｊ
Ｊ

修

シー
フ

(注） □は中央研修,Oは高裁委嘱研修,□は自庁研修,口は研究,□は養成課程を表す(養成の配置については,階層や系統と関連したものではない)｡
※このほか各分野における課題への取組の進展状況,喫緊の課題の発生等に応じて,裁判所職員総合研修所長において,別途研修を実施することがある。

首席家裁調査官研究会 首席書記官研究会 事務局長研究会
情
報
セ
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リ
テ
ィ
研
修

次席家裁調査官等研究会

家
裁
調
査
官
実
務
研
究

総括 官研究会

執行官実務研究会

新任執行官研修

CA研修

実務試験

高
裁
ブ
ロ
ッ
ク
研
修

自
庁
研
修

’ I

I I
実務指導研究会(民事･刑事･家事･少年） 課長補佐研究会

中間管理者(事務局)研修

主任家裁調査官研修
関
係
機
関
特
別
研
究

家裁調査官特別研修

情
報
処
理
研
修

係長等(総務担当)研修

係長等(人事担当)研修

家裁調査官専門研修
係長等(会計担当)研修

研修事務担当者研修家裁調査官応用研修



(29.12.15総研）

平成30年度研修実施計画一覧表(平成29年度との比較表）

＊研修名の頭に付した配号は,◎は中央研修,Oは高裁委嘱,●は自庁研修を表す。

’ 28

］

霄号 癖緯乞錘

E成30年度

実施時期 期間 人員

平成29年度

実施時期 期間 人員
備考

1 ◎首席書記官研究会 30.6.26(火)～6.27(水） 2 約30 29.6.27(火)～6.28(水） 2 30

2
◎首席家庭裁判所鯛
査官研究会

第1回

第2回

30.9.6(木)～9.7(金）

30.11.20(火)～11.21(水）

2

2

8

50

29.9.7(木)～9.8(金）

29.11.21(火)～11.22(水）

2

2

8

50

3 ◎率務局長研究会 31.2.21(木)～31.2.22(金） 2 約20 29.12.7(木)～29.12.8(金） 2 24

4 ◎管理者研究会(組織運営)(※） 30.5.22(火)～5.24(木） 3 約40 29.5.24(水)～5.25(木） 2 45

平成29年度は司研と－部合同
で実施
平成30年度から名称･期間変
更

5
◎次席家庭裁判所鯛査官等研究
会

30.9.26(水)～9.28(金） 2．5 未定 29.9.27(水)～9.29(金） 2.5 11

6 ◎管理者研究会 30.4.16(月)～4.20(金） 5 約100 29.4.17(月)～4.21(金） 5 106

7 ◎研修計画協礒会 31.1.10(木)～1.11(金） 1.5 25 30.1.11(木)～1.12(金） 1.5 25

8
塞
確

第1回

第2回

第3回

30.10.16(火)～10.19(金）

30.11.13(火)～11.16(金）

31.2.5(火)～2.8(金) ,

4

4

4

約80

約80

約80

29.10.17(火)～10.20(金）

29.11.14(火)～11.17(金）

30.2.6(火)～2.9(金）

4

4

4

72

72

72

家裁鯛査官は第1回及び第2
回に参加
速紀官は第3回に参加

9 ◎中間管理者(事務局)研修 30.12.11(火)～12.14(金） 4 約60 29.12.12(火)～12.15(金） 4 62

10

11

◎主任家庭裁判所飼査官研修

◎腺長補佐研究会

30.6.19(火)～6.22(金）

30.12.18(火)～30.12.19(水）

3．5

2

未定

約30

29.6.20(火)～6.23(金）

30.12.19(火)～30.12.20(水）

3.5

2

28

23

12 ◎研修指導研究会

第1回

第2回

30.5.29(火)～5.31(木）

31.1.16(水)～1.18(金）

3

3

約50

約40

29.5.30(火)～6.1(木）

30.1.16(火)～1.18(木）

3

3

44

40

13 ◎実務指導研究会

民事

刑事

家事

少年

30.5.8(火)～5.9(水）

30.5.8(火)～5.9(水）

30.5.10(木)～5.11(金）

30.5.10(木)～5.11(金）

2

2

2

2

約40

約40

約35

約25

29.5.9(火)～5.10(水）

29.5.9(火)～5.10(水）

29.5.11(木)～5.12(金）

29.5.11(木)～5.12(金）

1.5

1.5

1.5

1.5

42

35

37

23

14 ◎家事実務研究会(※） 30.11.7(水)～11.9(金） 3 約100 29.11.7(火)～11.9(木） 3 100
年度は司研と一部合同

◎少年特別研究会(※） ． 29.6.14(水)～6.15(木） 2 40
平成29年度新規計画
平成30年度は実施なし

15 ◎少年実務研究会(※） 30.9.12(水)～9.14(金） 3 約100 29.9.13(水)～9.15(金） 3 100
平成29年度は司研と一部合同
で実施

16

◎民事実務研究会
(※）

第1回

第2回

30.5.29(火)～5.30(水）

31.1.24(木)～1.25(金）

各2

約50

約50

29.5.30(火)～5.31(水）

30.1.25(木)～1.26(金）

1.5

2

50

50

平成29年度は司研と一部合同
で実施

17 ◎刑事実務研究会(※） 30.11.28(水)～11.29(木） 2 ． 約50 29.11.28(火)～11.29(水） 1.5 50
平成29年度は司研と－部合同
で実施

18 ◎家事特別研究会(※） 30.10.11(木)～10.12(金） 1.5 約50 29.10.11(水)～10.12(木） 2 50
平成29年度は司研と合同で実
施

19
◎家庭裁判所調査官
特別研修

第1回

第2回

30.12.4(火)～12.7(金）

31.1.30(水)～2.1(金）

4

3

約40

約40 30.1.31(水)～2.2(金） 3 約40
◆

20
◎家庭裁判所鯛査官
専門研修

第1回

第2回

30.10.22(月)～10.26(金） 5 未定 29.10.23(月)～10.27(金）

29.12.4(月)～12.8(金）

5

5

53

36

21 ◎家庭裁判所調査官応用研修 30.7.9(月)～7.13(金） 5 未定 29.7.10(月)～7.14(金） 5 57

22 ◎速配官中央研修 30.7.4(水)～7.5(木） 1.5 約20 29.7.5(水)～7.6(木） 2 20

23 ◎総括執行官研究会 30.7.10(火)～7.12(木） 2.5 未定
隔年で実施
平成29年度は実施なし

24 ◎執行官実務研究会 31.2.5(火)～2.7(木） 3 未定 30.2.6(火)～2.8(木） 3 27

25 ◎新任執行官研修 30.6.12(火)～6.15(金） 3.5 未定 29.6.13(火)～6.16(金） 4 11

26 ◎係長等(総務担当)研修 30.6.5(火)～6.7(木） 3 約50 29.6.6(火)～6.8(木） 3 51

27 ◎係長等(人事担当)研修 30.6.19(火)～6.21(木） 3 約70 29.6.20(火)～6.22(木） 3 70

◎係長等(会計担当)研修 30.10.23(火)～10.26(金） 4 約70 29.10.24(火)～10.27(金） 4 70



エロ

番号 研修名等

z成30年度

実施時期 期間 人員

平成29年度

実施時期 期間 人員
備考

29 ◎研修事務担当者研修 30.9.19(水)～9.21(金） 3 約40 29.9.26(火)～9.28(木） 3 41

30 ◎総合職採用職員初任研修 30.4.6(金)～4.10(火） 3 未定 29.4.7(金)～4.11(火） 3 52

31 ◎CA研修実務試験

前期研修

実務研修

後期研修

30.6.25(月)～7.13(金）

30.7.17(火)～8.17(金）

30.8.20(月)～9.7(金）

19

32

19

未定

29.6.26(月)～7.14(金) ･

29.7.18(火)～8.18(金）

29.8.21(月)～9.8(金）

19

32

19

53

32 ◎情報セキュリティ研修 30.10.2(火)～10.3(水） 1.5 約60 29.10.3(火)～10.4(水） 1.5 58

33 ◎情報処理研修

第1回

第2回

30.5.15(火)～5.17(木）

30.5.22(火)～5.24(木）

3

3

約60

約60

29.5.16(火)～5.18(木）

29.5.23(火)～5.25(木）

2.5

2.5

60

60

34
寒
》
裁判所鯛査官等

実施機関が適宜決定 1 未定 実施機関が適宜決定 1 約50

35 ○新任中間管理者研修 実施機関が適宜決定 5 未定 実施機関が適宜決定 5 230

36 ○番配官プﾗｯｼｭアップ研修
7月から9月までの間で実施機
関が適宜決定

.10.5 未定
7月から9月までの間で実施機
関が適宜決定

、10.5 333

37 ○家庭裁判所鯛査官実務研究会 実施機関が適宜決定 3 未定 実施機関が適宜決定 3 239

38 O新任係長研修 実施機関が適宜決定 ､3 未定 実施機関が適宜決定 3 262

39 O事務官専門研修 実施機関が適宜決定 1.5～3 未定 実施機関が適宜決定 1.5～3 未定

40 ○ジャンプアップ研修 実施機関が適宜決定 3 未定 実施機関が適宜決定 3 186

41 O事務官法律研修

通信研修

面接研修

実施擬関が適宜決定

実施機関が適宜決定 9～11

約250

実施椴関が適宜決定

実施機関が適宜決定 9～11

264

42 ○新採用職員研修 実施機関が適宜決定 5 未定 実施機関が適宜決定 5 404

43 ●ステップアップ研修
2月から3月までの間で実施機
関が適宜決定

3 未定
2月から3月までの間で実施機
関が適宜決定

3 未定

44 ●フォローアップセミナー

①2月及び3月中で実施機関
が適宜決定
②実施機関の実情に応じて，
①に定める日に加え,実施機
関が適宜決定

約3 未定

①2月及び3月中で実施機関
が適宜決定
②実施機関の実惰に応じて，
①に定める日に加え,実施機
関が適宜決定

約3 未定

45 ●フレッシュセミナー 採用初日及び2日目 2 未定 採用初日及び2日目 2 未定

46 ●高裁プﾛｯｸ研修 実施機関が適宜決定 実施機関が適宜決定

47 ●自庁研修 実施機関が適宜決定 実施機関が適宜決定

48 合同実務研究 30.9～31.3 7月 未定 29.9～30.3 7月 一 平成29年度は実施なし

49 書紀官実務研究 30.4～31.3 1年 2 29.4.上旬～30.3.下旬 1年 2

50

家庭裁判所調査官実務研究
(個人及び共同研究）

同 上
(指定研究）

30.7～31.3

29.4～31.3

8月

2年

未定

6

29.7.中旬～30.2.中旬

29.4.上旬～31.3.下旬

7月

2年

14

6

51

家庭裁判所調査官関係機関特別
研究(家事及び少年関係機関に
ついての研究）

同 上
(心身の鑑:1についての研究）

同 上

(更生保霞についての研究）

30.7～31.3

31.2～3

30.5～7

8月

1月

2月

未定

3

3

29.7.上旬～30.3.上旬

30.2.下旬～3.下旬

8月

1月

12

3

61 香記官菱成課程第一部 第15期 30.4.5(木)～31.3.1(金） 1年 未定 29.4.6(木)～30.3.1(木） 1年 167 平成29年度欄は第14期生

62

第14期
(2年生）

第15期
(1年生）

29.4.6(木)～31.3.1(金）

30.4.5(木)～32.3.2(月）

2年

2年

未定

未定

28.4.5(火)～30.3.1(木）

29.4.6(木)～31.3.1(金）

2年

2年

57

62

平成29年度欄は第13期生

平成29年度欄は第14期生

63 家裁鯛査官養成課程第14期 29.4.6(木)～31,3.1(金） 2年 未定 28.4.5(火)～30.3.1(木） 2年 42 平成29年度欄は第13期生

64 家裁鯛査官養成潔程第15期 30.4.5(木)～32.3.2(月） 2年 未定 29.4.6(木)～31.3.1(金） 2年 42 平成29年度欄は第14期生



(29.12.15総研）

司法研修所との合同実施状況一覧表（平成16年度～平成29年度）

’
’管理者研究会（支郵運営）(本庁・支部間の連携の在り方）

25

年 度 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

実施本数 3 3 3 3 3 3 4 2 6 7 7 7 6 8

参加人員 138 158 165 179 181 181 197 124 329 427 447 445 394 485

年度
研 修 等 の 名 称
（ テ マ 等 ）

実飽時期
(合同実施日数）

参加
人貝

伯考

16

ー一＝…も面■＆クマ■づ■一

(民事執行事件における戯判官と密配官との協働）

●ﾛ■浄一一一甲一■､ー

(事前準億手錠を中心とする鮫判官と魯配官との連携，協働の在り方）

摩事実務研究会
（人事所詮事件等の処理に関する戯判官，書記官及び家裁闇在官の連携，傷働の在り方〉

1/18～20

(2日間）

9/14～16

(1日間）

2/15～17

(1日間）

30

46

書31

間31

17

民事§
(民1
!務（豚腿）研究会
F所陸亭件における銀判官と書配官との連携，協働の在り方）

刑事実務研究会
(裁判貝裁判における我判官と番肥官との連挑，協働の在り方）

少年実務研究会
（年少少年事件等の処理に関する蛾判官，笹記官及び家裁飼査官の連携，傷働の在り方）

11/16～18

(1日間）

9/13～15

(1日間）

－ 2/14～16

(1日間）

57

40

番30

頂31

18

民事実衰（簡鮫）研究会
(少額所詮事件の処理に関する裁判官と香配官との連携等の在り方）

刑事実務研究会
(裁判員裁判における裁判官と香配官との連携,傷囲の在り方）

少年実醤研究会
（被害者への配慮に関する戴判官，書記官及び家裁闘査官の連携，協働の在り方）

11/14～16

(0．5日間）

9/12～14

(1日間）

2/14～16

(1日間）

57

46

書31

岡31

19

民事実麓（豚股）研究会
(充実した審理を行うための裁判官と書配官の協働の在り方）

湘争憂麺蛎玩壷

(書記官事務に鯉点を当てた裁判貝制度運営上の陳題）

家事実務研究会
･ (人事所詮事件の処理に関する蚊判官，谷配官及び家裁閃査官の連挽，協働の在り方）

11/14～16

(0.5日間）

10/別～26

(1日間）

2/13～15

(1日間）

58

59

書31

脚31

20

民事実務（瞬陛）研究会
（民事立会部における争点塾理手続の充実に向けた香記官事務の在り方,争点駐理手続の充実に向けた裁判官と
容浬責の憾鰯の在り方）

ﾏｽ葱扉農燕の処理に関する戦判官,魯配官及び家裁閃査官の連携,協働の在り方）

少年実務研究会
（被害者等の審判傍乾に関する裁判官．魯配官及び家裁閣査官の連携，協働の在り方）

11/18～20

(1日間）

2/18～20

（1日間）

9/10～12

(1.5日間）

58

香31

岡31

香30

関31

21

民事実務（醗隆）研究会
(民事立会部における争点整理手統の充実に向けた書配官事務の在り方,争点壁理手練の充実に向けた裁判官と
錘煙管の健砥の存、方1

了蒙意蘆篠蒙事審判事件の運用に関する裁判官,書配官及び家裁閲在官の協働,連挽の在り方）
少年実務研究会
(被害者配慮制度の運用に関する賭問題）

6/3～5

(0．5日間）

2/23～25

(1日間）

9/16～18

(1.5日間〕

58

書31

岡31

符31

囚30

22

民事』
（民1
判官i

!務（醗隆）研究会
裁判手鏡の具体的な進行段階や事件の性質に応じた書記官事務の在り方，
客配官の協働の在り方）

充実した審理を行うための裁

家事実務研究会
（家事審判法改正を見据えた家事事件の運用における裁判官，害記官及び家裁隅査官の協働，連携の在り方）

少年実務研究会
（少年審判の運営上の留意点～被害者等による少年審判傍聴事件を中心として～）

特別研究会（倒産）
（通常再生事件における運営の在り方及び法人破産率件処理における裁判所の対応力の強化）

6/2～4

(0.5日間）

2/22～24

(1.5日間）

9/15～17

(1.5日間）

7/12～13

(1.5日間）

58

香31

閃31

書31

副31

15

23

家事実務研究会 ．
(子のある夫蝿の賎婚餌停事件における運用上の諸問題）

少年実務研究会
(少年の健全育成に資する事件処理の在り方
～年少少年事件及び触法少年事件を中心に～（書配官及び家裁岡査官）
～被害者等による審判傍聴が行われる期日の運営を中心に～(書記官及び家政閃査官）
～社会飼査の活用を中心に～（家裁閃査官） ）

2/22～23

(2日間1

9/14～15

(書1日間

岡1．5日間）

笹31

閃31

書30

四32

24

管理者研究会（支部運営）
(本庁・支部間の連携の在り方）

民事実務〔断隆）研究金
（民事立会部における裁判官と書紀官の協働及びその構築に向けた考え方と具体的な手法）

氏宇塞函”ロエー、印一四〃

（民事立会部における裁判官と笹記官の協働及びその構築に向けた考え方と具体的な手法）

家事実務研究会
(家事事件手鏡法等の施行を契観とした醗婚稠停手統の運用改善）
ーマ乃町唖専ロエー

（後見事件の運用，財産管理事件の運用，家事事件手統法施行を巡る賭問題（後見本件，財産管理事件関
弱、 ，

一■一ー‐碩一q■ー

（少年事件の事務処理態努について～在宅事件を中心に～）

5/24～25

(1日間）

5/30～6/1

(0.5日間） ．

1/24～25

(2日間）

2/18～20

(2日間）

12/10～11

(2日間）

9/18～20

(1.5日間）

次番15

次飼16

次長16

50

60

密31

閃31

50

智31

岡31

次番16

次飼16

次長16

民事実務（醗隆）研究会
(民事立会部における裁判官と笹配官の協働及びその構築に向けた実践）

民事実務（保塵命令）研究会
(保睡命令事件を適正かつ迅速に処理するための蛾判官と笹記官の協働について（仮題） ）

5/29～5/31

(o､5日間）

1/27～28

(1.5日間）

50

50

刑事実務研究会
(刑事事件における裁判官と書妃宮の協働について）

11/27～28

(1日間〉
50

家事実務研究会
(家事事件手銃法施行後の家事事件の運用上の諾問題について）

2/19～21

(2日間）

害48

閃50



’
家事特別研究会
f毒立痙“手坊津下IF錘'十ス鵠回函錘立体．酎癖椿翻立件の帆琿券蔀忌酪聞頭鐘）

･12/11～12

(1.5日間）
50

琴雫云煙函罪＝‘

（少年審判の概能強化）

9/18～20

(】､5日間）

書31

副60

26

管理者研究会（支部迅営）
(本庁・支部間の連携の在り方）

民事実務（酵股）研究会
(民事立会部における裁判官と書配官の協働について）

民事実務（当事者の特性に応じた手練上の田虫）研究会
'1皿一一蜂一坐旦49－÷”至垂凸十今雷圭壷巨古＊畔'一斗もj÷王合負幽1寺L垂壷壷示醗砥1？－､≦、一、

■■■マーーマ■ウ画一 U

(刑事事件における裁判官と書配官の協働について）

一マーーマ■ウロー

(家事事件手銃法の趣旨を節まえた家事事件処理の在り方について）

家事特別研究会
(これからの後見等監督の在り方と謀題）

一で一一写gシuー

（少年の健全育成に向けた執務の在り方～駁種間連携を中心にして～）

5/22～23

(1日間）

5/28～5/29

(1日間）

1/15～16

(1.5日間）

11/26～27

《1日間）

2/18～20

(2日間）

9/25～26

(1.5日間）

9/17～19

(1.5日間）

次害16

次閃16

次長15

50

50

50

書50

岡50

50

書50

関50

・ 27

管理者研究会（支鄙遍営）
(支部運営における本庁の幹部職員と支部長の役割，連携の在り方）

民事実務（豚鶴）研究会
（民事所詮手鏡において香記官の果たすべき役割と裁判官との連携の在り方）

民事実穆（保困命令）研究会
(配偶者暴力に関する保護命令事件を適正かつ迅速に処理するための鮫判官と書配官の協働について）

刑事実務研究会
〃弱き＊吟缶､予舎も｡÷垂“西1寺L金一寺へ嘘感カーーロ 込一、

ーマーーマ■＝■ー

(家事関停をめぐる職種間連携の在り方（仮題） ）

家事特踊研究会
(これからの後見等監督の在り方と媒題）

＝で一ｰ‐■グロー

（少年審判の樋麓充実に向けて～唾種間連携を中心にして～）

5/21～22

(1日間）

5/27～28

(1日間）

12/17～18

(1.5日間）

1 /鴻～26

1日間》

1/4～6

2日間）

…
Ｉ
'10～1】

､5日間）

9/16～18

(1.5日間）

次書15

次岡15

次長15

50

50

50

香50

閃50

50

啓50

閃50

H24～合同実施

H16～合同実施0123
を除く）

H16～H19,醜5～合同
実施

H16o H19～合同実施

H24～合同実施

H17， H18，腿O～合同
実施

28

管理者研究会（支郡運君）
(本庁と支部の連携について）

民事実涜（豚隆）研究会
(民事立会部における戦判官と書麗官の憾囲について》

●●万了一一‐■ウロー

(刑事事件における裁判官と番配官の協働について）

家事実務研究会
(家庭裁判所の樋龍充実に向けた職種間連携～家事審判と家事因停との連動の観点から～）

家事特別研究会
f壷年垂同罰咋銅糧一猛毒■我圭与先錐画埜摩趣柄左、去壷室｡e虫1壷1F差B十ス示下F錨庫の茸h＊､

一で一ｰ宅■”U■ー

(少年審判の樋龍充実に向けて～獄種間連携を中心にして～〉

5/24～25

(1日間）

5/18～19

(1日間）

11/8～9

(1日間）

皿/30～12/2

(2日間）

10/12～13

(1.5日間》

9/14～16

(1.5日間）

次香15

次閃16

次長15

50

50

０
０
５
５
番
園

50

０
９
５
４
書
田

腿4～合同実施

Hl6～合間実施（H23
を除く）

Hl6～H19, H25～合同
実施

H16， H19～合同実施

H24～合同実施

H17， H180腿O～合同
実施

29

管理者研究会（支郎運営）
(本庁と支部の連携について）

民事実務（勝隆）研究会
(民事立会部における裁判官と香配官の協働について）

民事実務（保堕命令）研究会
（配偶者暴力等に関する保睡命令事件を適正かつ迅速に処理するための蚊判官と書配官の協働について〉

刑事実務研究会 ．
(刑事平件における裁判官と谷記官の樫働について）

家事実務研究会
(家庭裁判所の磯能充実に向けた戯種間連携）

家事特踊研究会
(後見等監督の運用上の採題について）

ー■｡

（少4
＝

少年特

ーー幸■‐■■一

謡判の機能充実に向けた唾種間連携）

別研究会 .
〔改症少年審判規則の運用の在り方について）

5/24～25

(1日間）

5/30～31

(1日間）

1/25～26

(1.5日間）

11/28～29

(1日間）

11/7～11/9

(1.5日間）

10/11～12

(1．5日間）

9/13～15

〔1．5日間）

6/14～15

<2日間）

次魯15

次飼15

次長15

50

50

50

０
０
５
５
書
閣

50

０
０
５
５

０
０
２
随

腿4～合同実施

H16～合同実施（腿3
を除く）

H16～H19,H25～合同
実施

H16, H19～合同実施

地4～合同実施

H17,H18,H20～合同
実施

腿9合同実施


